
議案第22号

つくば市障害者センター条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市障害者センター条例の一部を改正する条例

つくば市障害者センター条例（平成２年つくば市条例第15号）の一部を次のよう

に改正する。

別表つくば市障害者センター筑波の項を削り，同表つくば市障害者センター豊里

の項中「手子生35番地１―１」を「手子生2335番地」に改める。

附 則

この条例は，平成26年４月１日から施行する。


